審議会委員を公募します

太子町が進めている『参画と協働のまちづくり』。
町民の皆さんの意見をまちづくりに反映させるため、町では、審議会委員を一般公募しています。

まちづくりにあなたの声をお寄せください。皆さんの応募をお待ちしています。
審議会と主な審議内容

まちづくり審議会

⑴　基本構想および基本計画の策定に関すること
⑵　土地利用計画の策定および土地利用の適正化に関すること
⑶　太子町表彰条例施行規則の規定に基づく被表彰者の決定に関すること
⑷　町の将来像､景観整備等まちづくりに関して必要と認める事項
行財政審議会

⑴　行政機関の組織に関すること
⑵　議会議員の報酬､町長､副町長および教育長の給与の額に関すること
⑶　｢公共事業再評価システム｣に基づく国庫補助事業の再評価に関すること
⑷　行財政制度に関して必要と認める事項
生活環境審議会
 
⑴　公害対策、廃棄物の処理や減量化に関すること
⑵　良好な環境の確保､保全に関すること
⑶　交通安全対策の推進に関すること
⑷　太子町環境保全の規制に関する条例に基づく旅館等の建築並びに営業所等の同意に関すること
⑸　快適､健全な住環境の整備および安全な地域社会の実現に関して必要と認める事項
保健福祉審議会
 
⑴　児童福祉、母子および寡婦福祉に関すること
⑵　身体障害者､知的障害者および精神障害者福祉に関すること
⑶　高齢者保健福祉および介護保険に関すること
⑷　健康づくりに関すること
産業審議会

⑴　水田農業の生産調整対策に関すること
⑵　農業の経営対策、構造改善および農業振興地域整備促進に関すること
⑶　産業の振興に関して必要と認める事項
学校教育審議会

⑴　中学校､小学校および幼稚園の再編に関すること
⑵　学校給食に関すること
⑶　学校教育の振興に関して必要と認める事項
社会教育審議会
 
⑴　社会教育に関する計画の立案に関すること
⑵　青少年の指導､育成や保護および矯正に係る総合的な施策に関すること
⑶　町指定文化財に関すること
⑷　公民館、図書館、歴史資料館、南総合センター、文化会館および社会体育施設の管理運営に関すること
⑸　社会教育の振興､文化および社会体育の普及に関して必要と認める事項
都市計画審議会

1 　都市計画に関すること
委員の任期　平成24年3月まで
公募の人数　各審議会2人

応募資格
応募時に、町内に住所のある20歳以上75歳未満の方

応募方法、期間
　審議会等委員申込書(総務課または町ホームページで配布)に必要事項を記入のうえ、総務課へ提出してください。

選考方法　書類審査のうえ、必要に応じ面接
報　　酬　条例に基づき支給
問合せ・応募先　総務課☎277-1010
審議会等委員申込書
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